
 
 

藤原小中学校スクールバス運行管理業務仕様書 

 

１ 一般共通事項及び運行業務事項 

（１）目的 

遠距離を通学する児童生徒のスクールバスの運行業務を行う。 

 

（２）履行場所 

別紙「スクールバス路線図」に掲げる路線 

 

（３）履行期間 

令和 8年 4月 1日から令和 9 年 3月 31 日まで。 

 

（４）一般事項 

ア いなべ市契約規則及び関係法令を遵守し、本仕様書及び運行指示書を確認の上運行するこ

と 

イ 本仕様書に定めない事項であっても、業務上必要と認められる軽微なものについては、受

託者は契約の範囲内で実施する。 

ウ 以下、本仕様書ではいなべ市を発注者とし、受託者を受注者とする。 

 

（５）関係法令の遵守 

業務の遂行に当っては、関係諸法令及びいなべ市教育委員会スクールバス運行マニュアル

を遵守し、安全を維持し良好な環境の保持に努めること。 

 

（６）遵守事項 

ア 業務の内容に応じた被服、名札を着用すること。 

イ 業務実施に当っては、安全及び衛生管理に十分注意し、事故等の発生防止に努める。 

ウ 業務遂行上知り得た秘密は他人に漏らさないこと。 

エ 業務中に故意又は過失により、車両等を破損した場合は、原形復旧する。 

オ 運行業務に必要な備え付け備品、消耗品等の管理保管を行う。 

カ 緊密な連絡を保持すると共に円滑な業務遂行を維持する。 

キ 服務規律を厳正にし、応接、言語態度に十分注意する。 

 ク 児童生徒の乗降者の乗降者確認及び学校への報告を行う。 

 

（７）提出書類（様式任意） 

受注者は契約締結後、次の書類を遅滞なく提出する。 

ア 運行業務開始届（または着手届） 

契約締結後、速やかに提出する。 

イ 業務実施体制届（または現場代理人及び主任技術者届） 

業務を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、発注者に届け出る。 

変更した場合も同様とする。 

 



ウ 運行日程表（または工程表） 

業務責任者は、運行業務の実施に先立ち、運行業務を適正に実施するために速やかに

運行日程表を作成し、届け出る。 

エ 運行業務終了届（または業務委託完了報告書） 

運行業務が終了したときは、直ちに終了届を提出する。 

オ 運転記録等の報告 

仕様書、業務計画に基づき、運行業務記録書等を発注者に提出する。なお、運行

業務記録書等には運転管理者が承認し、必要点検項目を月ごとに一覧表にして提

出する。 

 

（８）支払 

業務委託料の支払いは、契約額を 12 等分（小数点以下切捨て）し、受注者が１月毎に運行

業務報告書を添えて請求し、発注者は委託料を受注者に支払うものとする。(別表１)また、

契約最終月の支払いに関しては、契約が完了したときは、契約に基づき検査を受けた上、契

約額と支払済み額との差を請求する。 

 

（９）その他 

本仕様書に定めない事項又は、疑義が生じた場合は、双方で協議の上、決定するものとす

る。 

 

２ 運行管理業務事項 

（１）一般事項 

本業務は、業務実施対象の各学校の遠距離から通学する児童・生徒のスクールバスの運行

を行う。使用車両は別紙「スクールバス使用車両」に記載する市所有の車両及び受注者所有

車両の賃貸借とし、受注者はいなべ市内に使用車両を保管し、日常的な維持管理を行う。 

 

（２）業務内容 

ア 別紙「スクールバス路線図」及び「時刻表」に掲げる路線の運行及び運行管理 

イ 児童生徒の乗降者確認及び学校への報告 

ウ 台風及び積雪等で運行に支障をきたす恐れがある場合の運行路線の確認 

エ 次年度の運行ルートの作成及び試走 

オ 上記使用車両の日常点検 

カ 事故対応（任意保険への加入を含む） 

 

（３）業務日数 

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日のうち、児童生徒が通学に要する日。なお、クラ

ブ活動及び土曜授業等の児童生徒が登下校を行う日も含む。 

 

（４）検査・確認 

１週間の運行業務が終了後、教育委員会に運行業務内容を報告するとともに、１か月ごと

に運行業務の結果報告書を提出する。 

 

 



 

３ 使用車両 

（１）使用車両一覧 

号

車 
車 名 

定員 

（人） 
登録番号 

初年度 

登録 
型 式 保管場所 

8 ハイエース 15 三重 200 さ 16-48 H22.3 CBF-TRH228B 
受注者の保管

場所 

9 ハイエース 15 三重 200 さ 30-90 R4.2 3BF-TRH228B 
受注者の保管

場所 

1 ハイエース 15 三重 200 さ 16-51 H22.3 CBF-TRH228B 
受注者の保管

場所 

14 ハイエース 14 三重 200 さ 21-86 H26.10 CBF-TRH228B 
受注者の保管

場所 

A 
マイクロバ

ス 
29 三重 200 さ 25-73 Ｈ29.1 TPG-BG640G 

受注者の保管

場所 

B 
マイクロバ

ス 
29 三重 200 さ 25-74 Ｈ29.1 TPG-BG640G 

受注者の保管

場所 

C 
マイクロバ

ス 
29 三重 200 さ 25-75 Ｈ29.1 TPG-BG640G 

受注者の保管

場所 

E 
マイクロバ

ス 
29 三重 200 さ 29-97 R2.8 2RG-BG740G 

受注者の保管

場所 

F 
マイクロバ

ス 
29 三重 200 さ 29-98 R2.8 2RG-BG740G 

受注者の保管

場所 

H 
マイクロバ

ス 
29 三重 200 さ 29-99 R2.8 2RG-BG740G 

受注者の保管

場所 

I 
マイクロバ

ス 
29 三重 200 さ 30-01 R2.8 2RG-BG740G 

受注者の保管

場所 

 ※その他、点検又は修繕のための代車も含む 

 

(２)本業務に係る経費負担 

ア 車検・定期点検・オイル交換 

発注者が指定する民間車検工場（発注者負担） 

イ 給油 

発注者が指定する藤原地内の給油所又は受注者所有の給油所（発注者負担） 

ウ 保険 

自動車損害保険（任意保険）への加入手続き及び経費（受注者負担） 

エ 車両の保管 

運行管理を行う事務所（運行簿や車検証、スクールバスの鍵を適切に保管できる場

所）及び車両の保管場所をいなべ市内に有すること。（運行管理、車両保管に係る経

費は受注者負担） 

 

 



 

４ 時刻表 

別紙１のとおり 

 

５ 藤原地区スクールバス路線図 

別紙 2のとおり 

 

６ その他 

 「使用車両」、「時刻表」及び「藤原地区スクールバス路線図」について、変更案がある場合は

発注者に運行計画案を提出すること。 

 

別表１ 

月 支払金額 
４月 契約金額/12 
５月 契約金額/12 
６月 契約金額/12 
７月 契約金額/12 
８月 契約金額/12 
９月 契約金額/12 
10月 契約金額/12 
11月 契約金額/12 
12月 契約金額/12 
翌１月 契約金額/12 
翌２月 契約金額/12 
翌３月 契約金額/12＋端数処理分 

  



                                           



 


